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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アレイにおける少なくとも１つのトランスデューサ要素とプロセッサとを有する胎児の
健康を監視する装置の作動方法において、
　測定ボリュームを作成するため、前記少なくとも１つのトランスデューサ要素から母体
の腹部に向かって超音波信号を送信するステップと、
　前記母体腹部の少なくとも１つの深さに対応する少なくとも１つの超音波信号エコーを
前記少なくとも１つのトランスデューサ要素により受信するステップと、
　前記プロセッサが、少なくとも１つのドップラー信号を生成するため、前記少なくとも
１つのトランスデューサ要素により受信された前記少なくとも１つの信号エコーを少なく
とも１つのチャネルにおいて処理するステップと、
　前記プロセッサが、前記ドップラー信号の強度から多次元マップを生成するステップと
、
　前記プロセッサが、前記胎児の心臓が前記測定ボリュームにおいて実質的な中心から外
れると前記多次元マップから決定されるとき、前記少なくとも１つのトランスデューサ要
素を再配置するためのフィードバックを提供するステップとを有する、方法。
【請求項２】
　前記プロセッサが、前記測定ボリュームの中心から前記胎児の心臓に向かう方向を決定
するステップを更に有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記フィードバックを提供するステップが、前記決定された胎児心臓への方向に基づき
、前記胎児心臓の方向指示を提供するステップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記フィードバックが、前記少なくとも１つのトランスデューサ要素に関連付けられる
ハウジングにおけるＬＥＤを点灯することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記フィードバックが、ユーザデバイスにおいて前記方向指示の視覚フィードバックを
提供することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記フィードバックが、触覚フィードバックを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記多次元マップを生成するステップが、３Ｄヒートマップを生成するステップを含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記３Ｄヒートマップを生成するステップが、複数のサンプルボリュームにおいて複数
のドップラー信号を測定するステップを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数のドップラー信号を測定するステップが、複数のレンジゲートを使用するステ
ップを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記多次元マップを生成するステップが、２Ｄヒートマップ及び深度ヒートマップを生
成するステップと、前記２Ｄヒートマップ及び前記深度マップの両方をユーザデバイスに
提示するステップとを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、表示される前記２Ｄヒートマップの深度に対応する前記深度ヒート
マップの部分を強調表示するステップを更に有する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記胎児心臓が前記測定ボリュームの外側にあると決定されるとき、前記プロセッサが
、前記少なくとも１つのトランスデューサ要素を再配置するためのフィードバックを提供
するステップを更に有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　少なくとも１つのトランスデューサとプロセッサとを有する胎児の健康を監視する装置
の作動方法であって、
　超音波ビームボリュームを作成するため、前記少なくとも１つのトランスデューサから
超音波信号を送信するステップと、
　母体の腹部における深さに対応する超音波信号エコーを前記トランスデューサにより受
信するステップと、
　前記プロセッサが、少なくとも１つのドップラー信号を生成するため、前記トランスデ
ューサにより受信された受信超音波信号エコーを処理するステップと、
　前記プロセッサが、前記少なくとも１つのドップラー信号の強度から多次元マップを生
成するステップと、
　前記プロセッサが、胎児心臓が超音波ビームボリュームにおいて実質的に中央に整列さ
れていないときを前記多次元マップから決定するステップと、
　前記プロセッサが、前記胎児の心臓が実質的にビームボリュームの中心に位置するよう
前記トランスデューサをどのように配置するかに関するフィードバックを提供するステッ
プとを有する、方法。
【請求項１４】
　前記フィードバックを提供するステップが、前記装置における少なくとも１つの光源を
点灯するステップを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記光源が、前記ビームボリュームの中心から前記胎児の心臓に向かう方向を示す、請
求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記フィードバックを提供するステップが、前記ビームボリュームの中心から前記胎児
の心臓に向かう方向を示す情報をユーザデバイスにおいて提示するステップを含む、請求
項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記プロセッサが、前記胎児心臓が実質的に前記ビームボリュームの中心に位置すると
決定するとき、自動的に胎児心拍数の測定を開始する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記プロセッサが、前記胎児心臓が前記超音波ビームボリュームの外側にあるときを検
出すると、前記胎児心拍数の測定を止め、前記胎児の心臓が実質的にビームボリュームの
中心に位置するよう前記トランスデューサをどのように配置するかに関するフィードバッ
クを提供するステップを更に有する、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記多次元マップを生成するステップが、２Ｄヒートマップ及び深度ヒートマップを生
成するステップを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　胎児心拍数を測定する装置であって、
　複数のトランスデューサと、少なくとも１つのプロセッサと、関連するメモリとを持つ
超音波デバイスを有し、
　前記メモリが、命令を含み、前記命令は、前記プロセッサにより実行されるとき、前記
装置が、
　前記超音波デバイスの複数のトランスデューサから超音波信号を送信し、
　母体の腹部における深さに対応する超音波信号エコーを前記トランスデューサにより受
信し、
　前記トランスデューサにより受信された信号エコーに基づき、ドップラー信号を生成し
、
　前記ドップラー信号の強度から多次元マップを生成し、
　胎児の心臓が実質的に超音波ビームボリュームの中央の整列の外側にあるときを前記多
次元マップから決定し、
　前記胎児の心臓が実質的に前記ビームボリュームの中心に位置するよう前記超音波デバ
イスをどのように配置するかに関する方向フィードバックを提供することをもたらす、装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、分娩及び出産中の胎児心拍数（ｆＨＲ）の測定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　分娩及び出産中の胎児心拍数（ｆＨＲ）の測定は、胎児の健康状態を評価し、早期介入
が必要かどうかを決定するために最も一般的に適用される産科手順である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、ドップラー超音波（ＵＳ）及び腹部電極に関して、ｆＨＲモニタリング
中に長期間の信号損失が報告される。胎児の健康状態を評価するため、これらの長い信号
損失期間は、臨床現場におけるｆＨＲトレースの解釈を強く制限する。
【０００４】
　超音波ドップラーの記録品質は、母体の腹部にトランスデューサを正しく配置すること
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に大きく依存する。なぜなら、胎児の心臓が超音波ビーム内に配置される必要があるから
である。しかしながら、最適なトランスデューサの位置を見つけることは困難な作業であ
る。臨床現場では、熟練した看護師が母体の腹部を触診し、胎児の存在を外部から決定す
る。信号品質インジケータに依存し、心臓撮影（ＣＴＧ）監視システムの音響ドプラ出力
を聞くことにより、超音波トランスデューサは、許容可能な信号強度が見つかるまで、母
体の腹部の上を移動される。時には、良好な信号を得ることは不可能であり、その結果、
胎児心臓の位置を見つけるための更なる支援のため、リアルタイム撮像技術が必要とされ
る。胎児の心臓の位置を見つけることは、妊娠初期の数週間で特に困難であり得る。
【０００５】
　長い監視セッションでは、超音波トランスデューサの位置がずれる、又は胎児の心臓が
超音波ビームから外れる確率が高くなる。結果として、臨床スタッフは、正確なｆＨＲ信
号を再取得するため、超音波トランスデューサを頻繁に再配置する必要がある。
【０００６】
　今日の超音波ＣＴＧトランスデューサの共通の問題は、胎児心拍情報を含む信号が、受
信信号全体の一部のみを表す点にある。胎児の心臓の背後にある母体動脈のような、他の
動く構造からの信号の寄与が、重ね合わされるが、実際には望ましくない。胎児の心臓か
らの反射以外の信号の寄与は、その後の心拍の計算の精度を低下させるか、又は最悪の場
合、母体信号のレジストレーションをもたらす可能性がある。
【０００７】
　大きな測定ボリュームをカバーし、胎児の心臓の変位の影響を受けないよう、胎児心拍
数モニタの超音波トランスデューサは、円形配置で等間隔に配置されたいくつかのサブ要
素を含む。これらのピエゾ要素は同時に励起され、仮想的に１つの大きな要素、及び従っ
て１つの大きな超音波ビームが効果的に形成される。測定されたドップラー信号は効果的
に、観測ボリューム内のすべての移動物体の積分であり、空間情報は得られない。観察ボ
リュームの深度拡張は典型的には、様々な身体構成をカバーするために長くなるように選
択される。しかしながら、これは胎児の心臓の位置に関する深度情報を得ることを可能に
するものではない。更に、サンプルボリュームの長さが必要以上に長くなるとき、受信信
号の信号対雑音比（ＳＮＲ）が低下する。
【０００８】
　観察ボリューム内の胎児心臓及び他のドップラーエコー源の位置情報を得ることは、超
音波ドップラーベースのｆＨＲモニタリング方法の堅牢性及び有用性を増加させる。
【０００９】
　ＵＳ２００７／００９３７０２号は、音響エネルギートランスデューサユニットを開示
する。ここで、トランスデューサユニットは、超音波アレイ、環状アレイ、それらの組み
合わせ、又は単一要素トランスデューサであり得る。それは、胎児の心臓血管系のような
、血液に関する患者の健康パラメータの非侵襲的監視のためのプロセスを開示する。超音
波トランスデューサアレイにより受信されたドップラーエコー信号は、３Ｄボリュメトリ
ック画像を生成し、胎児心臓酸素化レベルを監視するために使用される。血液パラメータ
は、標的領域に放射される光の使用により監視される。次いで、超音波トランスデューサ
が、光学センサにより監視されることができる標的領域における変化を誘発するのに使用
される。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本開示は、超音波ドップラー心拍レジストレーションに基づかれるＣＴＧ（Ｃａｒｄｉ
ｏ　Ｔｏｃｏ　Ｇｒａｐｈｙ）システムの部分としての胎児心拍数モニタリングに関連す
る一般的な問題を克服するシステムを記載する。このシステムは、水平面上に分布された
独立した圧電音響トランスデューサのアレイを使用する。その結果、胎児心臓の位置に関
する３Ｄ空間情報が得られることができる。トランスデューサによって覆われた観察ボリ
ュームにおける胎児心臓の空間的位置を提示することは、トランスデューサの初期配置を
容易にすることができる。更に、測定ボリュームから母体動脈を除外することができるこ
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とにより、これは、胎児心拍数の代わりに母体心拍数を誤って測定することを避けるのに
役立つ。これは、胎児心拍数のより堅牢な記録をもたらし、胎児の健康状態のより良い評
価を可能にし、胎児の安全性を改善する。
【００１１】
　本開示は、超音波デバイスを用いて胎児の健康を監視する方法に関する。この方法は、
測定ボリュームを作成するため、アレイにおける少なくとも１つのトランスデューサ要素
から母体の腹部に向かって超音波信号を送信するステップと、前記母体腹部の少なくとも
１つの深さに対応する少なくとも１つの超音波信号エコーを前記少なくとも１つのトラン
スデューサ要素によって受信するステップと、少なくとも１つのドップラー信号を生成す
るため、前記少なくとも１つのトランスデューサ要素によって受信された前記少なくとも
１つの信号エコーを少なくとも１つのチャネルにおいて処理するステップと、前記処理さ
れたドップラー信号から多次元マップを生成するステップと、前記胎児心臓が前記測定ボ
リュームにおいて実質的な中心整列の外側にあると決定されるとき、前記少なくとも１つ
のトランスデューサ要素を再配置するためのフィードバックを提供するステップとを有す
る。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、本開示は、胎児の健康を監視する方法を含み、これは、アレ
イにおける少なくとも１つのトランスデューサ要素から母体の腹部に向けて超音波信号を
送信するステップと、前記母体腹部の少なくとも１つの深さに対応する少なくとも１つの
超音波信号エコーを前記少なくとも１つのトランスデューサ要素によって受信するステッ
プと、ドップラー信号を生成するため、前記少なくとも１つのトランスデューサ要素によ
って受信された前記少なくとも１つの信号エコーを少なくとも１つのチャネルにおいて処
理するステップと、前記処理されたドップラー信号から多次元マップを生成するステップ
と、前記胎児心臓が超音波測定ビームボリュームの外側にあると決定されるとき、前記少
なくとも１つのトランスデューサ要素を再配置するためのフィードバックを提供するステ
ップとを有する。
【００１３】
　本書に開示される方法及び技術の他の実現は各々オプションで、以下の特徴の１つ又は
複数を含むことができる。
【００１４】
　いくつかの実現では、この方法は、胎児心臓に向かう方向を決定することを含むことが
できる。更に他の実施形態では、この方法は、胎児心臓に向かう決定された方向に基づき
、胎児心臓に向かう方向指示を提供することを含むことができる。更に他の実施形態は、
ハウジングの部分を照らし、又は少なくとも１つのトランスデューサ要素のためハウジン
グに接続され、若しくはハウジング内に組み込まれた光源を点灯することを含むことがで
きる。いくつかのバージョンでは、フィードバックは、ユーザデバイスにおいて方向指示
の視覚フィードバックを提供することを含む。更に他のバージョンでは、フィードバック
は、超音波デバイスを介して伝達される触覚フィードバックを含む。
【００１５】
　多次元マップを生成する様々な他の実装形態は、処理されたドップラー信号に基づかれ
、３Ｄヒートマップを生成することを含む。いくつかのバージョンでは、３Ｄヒートマッ
プは、複数のサンプルボリュームにおける複数のドップラー信号を測定することを含むこ
とができる。他のバージョンでは、複数のドップラー信号の測定は、複数のレンジゲート
を使用することを含む。更なる実施形態では、処理されたドップラー信号から多次元マッ
プを生成することが、深度ヒートマップと一体化された２Ｄヒートマップを生成すること
を含む。更に別のバージョンでは、処理されたドップラー信号から多次元マップを生成す
ることが、２Ｄヒートマップ及び深度ヒートマップを生成し、２Ｄヒートマップ及び深度
マップの両方をユーザデバイスにおいて提示することを含むことができる。更に他のバー
ジョンでは、表示される２Ｄヒートマップの部分に対応する深度ヒートマップの部分を強
調表示することを含むことができる。更に他のバージョンでは、この方法は、胎児心臓が
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超音波測定ビームボリュームの外側にあると決定されるとき、胎児心拍数監視モードから
位置支援モードに自動的に切り替えるステップを更に含むことができる。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、本開示は、胎児の健康を監視する方法を記載することができ
、超音波デバイスに関する位置支援モードに入るステップと、超音波ビームボリュームを
作成するため、上記超音波デバイスの少なくとも１つのトランスデューサから超音波信号
を送信するステップと、母体の腹部における深さに対応するトランスデューサ超音波信号
エコーを受信するステップと、少なくとも１つのドップラー信号を生成するため、上記ト
ランスデューサにより受信された受信超音波信号エコーをプロセッサにより処理するステ
ップと、上記処理された少なくとも１つのドップラー信号から多次元マップを生成するス
テップと、胎児心臓が超音波ビームボリュームにおいて実質的に中央に整列されていない
ときを３次元マップから決定するステップと、上記胎児の心臓が実質的にビームボリュー
ムの中心に位置するよう上記トランスデューサをどのように配置するかに関するフィード
バックを提供するステップとを有する。
【００１７】
　本書に開示される方法及び技術の他の実現は各々オプションで、以下の特徴の１つ又は
複数を含むことができる。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、フィードバックの提供は、超音波デバイスにおける光源を点
灯することを含む。更に他のバージョンでは、光源はビームボリュームの中心からの方向
を示す。更に他のバージョンでは、フィードバックを提供することは、ビームボリューム
の中心からの方向を示す情報をユーザデバイスにおいて提示することを含む。いくつかの
態様は、胎児心臓が実質的にビームボリューム内の中心に位置すると決定するとき、超音
波デバイスにおいて胎児心拍数モードに自動的に入ることを含むこともできる。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、この方法は、胎児心臓が超音波ビームボリュームの外側にあ
るときを検出すると、超音波デバイスを胎児心拍数モードから位置支援モードに切り替え
るステップを含むことができる。他の実装形態は更に、２次元ヒートマップと深度ヒート
マップとを組み合わせた構成から３次元マップを生成してもよい。
【００２０】
　本開示は更に、胎児心拍数を測定する装置であって、複数のトランスデューサと、少な
くとも１つのプロセッサと、関連するメモリとを持つ超音波デバイスを有し、上記メモリ
が、命令を含み、上記命令は、上記プロセッサにより実行されるとき、上記プロセッサが
、上記超音波デバイスにおける複数のトランスデューサから超音波信号を送信し、母体の
腹部における深さに対応する超音波信号エコーを上記トランスデューサにより受信し、上
記トランスデューサにより受信された信号エコーに基づき、決定されたドップラー信号を
処理し、上記処理されたドップラー信号から多次元マップを生成し、胎児の心臓が実質的
に超音波ビームボリュームの中央の整列の外側にあるときを上記３次元マップから決定し
、上記胎児の心臓が実質的に上記ビームボリュームの中心に位置するよう上記超音波デバ
イスをどのように配置するかに関するフィードバックを提供することをもたらす。
【００２１】
　他の実現は、前述した方法の１つ又は複数のような方法を実行するプロセッサ（例えば
、中央処理装置（ＣＰＵ）又はグラフィック処理装置（ＧＰＵ））により実行可能な命令
を格納する非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を含むことができる。更に別の実現は、
前述した方法の１つ又は複数のような方法を実行するための格納された命令を実行するよ
うに動作可能な１つ若しくは複数のプロセッサを含む１つ若しくは複数のコンピュータ及
び／又は１つ若しくは複数の複数の機能デバイスのシステムを含むことができる。
【００２２】
　本書でより詳細に説明される前述の概念及び追加の概念のすべての組み合わせは、本書
に開示される主題の部分であると考えられる点を理解されたい。例えば、本開示の最後に
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現れる特許請求される主題の全ての組み合わせは、本書に開示される主題の部分であると
考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態による超音波デバイスの位置支援モード（ＰＳモード）と呼
ばれる、胎児の健康監視中の超音波トランスデューサの最適位置を決定する方法を示すフ
ローチャートである。
【図２】本発明の一実施形態による超音波デバイスの胎児心拍数モード（ｆＨＲモード）
と呼ばれる胎児心拍数を測定する方法を示すフローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態による超音波デバイス及びユーザデバイスのブロックダイア
グラムを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態によるＰＳモードを用いて胎児心臓の位置を特定するため、
超音波デバイスを再配置する方法を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による、超音波トランスデューサが最適位置にあるときの二
次元ヒートマップ（２Ｄヒートマップ）を示すユーザデバイスのグラフィカルユーザイン
タフェース（ＧＵＩ）のスクリーンショットを示す図である。
【図６】本発明の一実施形態による、超音波デバイスが最適に配置されていない場合の２
Ｄヒートマップを示すユーザデバイスＧＵＩの別のスクリーンショットである。
【図７】母体の腹部表面と胎児の心臓との間の距離に基づき変化する強度を持つ検出され
たドップラー信号を表す分割ヒートマップを含むヒートマップを示す、本発明の実施形態
によるユーザデバイスＧＵＩのスクリーンショットを示す図である。
【図８】本発明の一実施形態による、母体動脈の検出を測定ボリュームから排除し、胎児
心臓からの信号のみを検出するよう超音波デバイスが再配置されるときのヒートマップを
示すユーザデバイスＧＵＩのスクリーンショットを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の更なる理解を提供するために含まれる添付の図面は、本発明の実施形態を示す
ため本書に組み込まれる。説明とともに、図面は、本発明の原理を説明する役割も果たす
。
【００２５】
　以下は、本開示の様々な実施形態において使用される用語の定義である。
【００２６】
　本書で使用される「深さ」という用語は、トランスデューサアレイ平面から、走査され
る母体腹部ボリュームにおける点まで測定された距離を指す。深さは、母体腹部の内壁に
おいて「０」の値を持ち、ドップラー信号が得られる最遠点において最大値を持つよう設
定される。いくつかの実施形態では、深さは、ドップラー信号が計算されるサンプルボリ
ュームの中央であってもよい。
【００２７】
　本書で使用される「チャネル」という用語は、本願で開示されるトランスデューサアレ
イにおける各トランスデューサ要素に割り当てられる有線又は無線のデータ経路を指す。
超音波デバイスが胎児心拍数モード（ｆＨＲモード）で使用されるとき、すべてのトラン
スデューサ要素から受信されるドップラー信号を処理するため、１つのチャネルが確保さ
れる。
【００２８】
　本書で使用される「フィードバック」という用語は、受信されるドップラー信号品質を
示すオーディオ、ビジュアル、又は組み合わされたオーディオ及びビジュアル信号を指す
。
【００２９】
　本書で使用される「ヒートマップ」という用語は、トランスデューサアレイにより受信
されるドップラー信号のグラフィカル表現を指し、異なる色は、ドップラー信号強度の異



(8) JP 6618635 B2 2019.12.11

10

20

30

40

50

なる値に対応する。
【００３０】
　本書で使用される「トランスデューサ」という用語は、胎児の心臓をプローブするため
に使用される超音波デバイス要素を指す。
【００３１】
　本開示は、超音波デバイスを用いて胎児の健康状態を監視する方法に関する。この方法
は、アレイにおける少なくとも１つのトランスデューサ要素から母体の腹部に向けて超音
波信号を送信するステップと、上記少なくとも１つのトランスデューサ要素により、上記
母体腹部の少なくとも１つの深さに対応する少なくとも１つのドップラー信号を受信する
ステップと、上記少なくとも１つのトランスデューサ要素により受信された上記少なくと
も１つのドップラー信号を少なくとも１つのチャネルを介して送信するステップと、上記
少なくとも１つのトランスデューサ要素により受信された上記少なくとも１つのドップラ
ー信号を処理するステップと、上記処理されたドップラー信号から多次元マップを生成す
るステップと、胎児心臓が超音波ビームボリュームの外側に位置すると決定されるとき、
上記少なくとも１つのトランスデューサ要素を再配置するためのフィードバックを提供す
るステップとを有する。
【００３２】
　図１は、一実施形態による、超音波デバイスの位置支援モード（ＰＳモード）と呼ばれ
る、胎児の健康監視中の超音波トランスデューサの最適位置を決定する方法を示すフロー
チャートである。このモードでは、超音波デバイスは、母体の腹部に対して配置されるト
ランスデューサアレイにおける少なくとも１つのトランスデューサ要素を介して少なくと
も１つの超音波信号を送信する（ステップ１００）。トランスデューサ要素は好ましくは
、リング内に配置される。その結果、１つのトランスデューサ要素が上記トランスデュー
サアレイの中心に位置し、追加のトランスデューサ要素が周辺に配置される。一実施形態
では、追加のトランスデューサ要素は、中心から等距離にあり、互いに等間隔に配置され
る。
【００３３】
　可能な胎児心臓位置の明白な決定を行うため、好ましくはトランスデューサの１つの要
素のみが送信に使用される。超音波信号送信に続いて、母体腹部の少なくとも１つの深さ
に対応する少なくとも１つのトランスデューサ要素により受信される超音波信号エコーに
基づき、ドップラー信号が生成される（ステップ１０２）。各受信要素からの応答エコー
信号は好ましくは、別々のチャネルで個別に処理される。これらのドップラー信号の信号
強度に基づき、胎児の心臓の位置が推定されることができる。中心要素はまた、超音波バ
ーストを生成するために使用されてもよい。１つの駆動要素のみを使用することは、胎児
心臓の位置が明白に決定されることができるという利点を持つ。
【００３４】
　受信フェーズの間、全ての要素は、胎児心臓により反射される超音波エコーを受信する
ために使用される。受信されたエコー信号は、少なくとも１つのチャネルを介して送信さ
れ、ドップラー信号を生成するために処理される（ステップ１０４）。各要素の受信され
る超音波エコーは好ましくは、個別に処理される。ドップラー信号は、いくつかの実施形
態では、超音波エコー信号の同期復調を使用することにより得られる。生成されたドップ
ラー信号のパワーが決定され、ここでは、それは、ある時間窓にわたって計算され得る。
この期間内に数回の心拍を許容するため、時間窓は十分長いこと（例えば、１秒）を必要
とする。個々の要素で受信されるパワーは、視覚的に色分けされてもよい。これは、胎児
の心臓の位置の推定を提供する。各トランスデューサ要素は好ましくは、単一チャネルに
割り当てられる。これは、有線又は無線接続を介してユーザデバイスに信号を送信する。
ユーザデバイスは好ましくは、スマートフォン又はタブレットなどのコンピューティング
デバイスである。更に、胎児心臓位置情報及びトランスデューサ位置決め支援は、スマー
トフォンアプリ又は遠隔デバイスに送信されることもできる。
【００３５】
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　使用中、一実施形態では、少なくとも１つのトランスデューサ要素は、ドップラー信号
が生成される母体腹部の少なくとも１つの深さから超音波エコーを受信する。例えば、２
０００Ｈｚのパルス繰り返し周波数では、１秒以内にトランスデューサ要素は、２０００
個の超音波信号を受信し、そこから１秒のドップラー信号が復調方式を用いて生成される
。従って、ドップラー信号は、トランスデューサ要素で受信された既に処理された生の超
音波データにより表される。
【００３６】
　異なる深さで得られた個々のトランスデューサ要素からの受信ドップラー信号のパワー
は、最適なトランスデューサ位置決めに関する３Ｄフィードバックを提供するために使用
されることができる（例えば、超音波トランスデューサを母体の腹部に固定するとき、マ
トリクスの中央における要素により最も強いドップラー信号を見つけること）。ドップラ
ー信号の信号強度は、色分けされ、モニタのディスプレイ上に視覚化され得る。位置支援
モードがアクティブであるとき、母体の腹部におけるドップラー源の粗い３Ｄヒートマッ
プが視覚化されることができる（ステップ１０６）。これは、トランスデューサをどのよ
うに動かすかに関するフィードバックをシステムが提供することを可能にする。その結果
、胎児の心臓は、観察ビームボリュームにおいて実質的に中心化されて位置し、母体動脈
は、観察ボリュームから除外され、双子の心臓は、同じ深さの観察セグメント内にはない
。次いで、胎児の心臓の位置が、２Ｄヒートマップの中心に対して決定される（ステップ
１０８）。デバイスは、通常動作モード、例えば現在のＰｈｉｌｉｐｓ　Ａｖａｌｏｎト
ランスデューサで使用されるｆＨＲ測定モード（ｆＨＲモード）（ステップ１１０）と、
説明された位置決め支援モード（ＰＳモード）との間を切り替えることができる。一旦ｆ
ＨＲモードになると、超音波デバイスは、胎児心拍数を監視する（ステップ１１２）。
【００３７】
　他方、胎児心臓が３Ｄヒートマップの中心の外側にあると決定される場合、超音波ビー
ムボリュームからの胎児心臓の変位が検出されることができ、トランスデューサの直感的
な再配置のための視覚フィードバックが与えられることができる（ステップ１１４）。こ
れはおそらく母親自身により（ＰＳモードを作動させることにより）行われ、これは、信
号欠落の期間を短縮し、医療スタッフの作業を容易にする。また、トランスデューサのハ
ウジングにおけるＬＥＤは、どの要素が最も強いドップラー信号を受信するかの方向指示
を提供することができる。その結果、オペレータが、最適トランスデューサ位置に関する
直接的な視覚フィードバックを得る。代替的に、複数のＬＥＤは、トランスデューサがど
の方向に動かされるべきかを示すことができる。別の実施形態では、トランスデューサが
最適な中心位置に置かれたときを示すビープ音が生成される。更に他の実施形態では、フ
ィードバックは、胎児心臓に対するトランスデューサ要素の位置を示す音声アラートの形
態であってもよい。例えば、胎児の心臓がマップの中心に近づいていることを示すため、
音声アラートの音量又は周波数が増加する。ユーザがフィードバックを受信すると、胎児
心臓が３Ｄヒートマップの中心に位置するようトランスデューサ要素が再配置される（ス
テップ１１６）。
【００３８】
　従って、様々な実施形態で説明されるように、本書に開示されるデバイス及び方法は、
トランスデューサ／デバイスを再配置することを示すフィードバックを提供する複数の機
構を含む。様々な実施形態では、フィードバックは視覚的であり、トランスデューサハウ
ジングから直接提供されてもよい。更に他の変形例及び実施形態では、フィードバックは
視覚的であるが、別個のデバイス、ハンドヘルドコンピューティングデバイス、又は超音
波デバイスに通信可能にリンクされた他のユーザデバイスに一体化されてもよい。更に他
の代替的な実施形態では、フィードバックは、トランスデューサハウジングから直接放出
される、セカンダリコンピューティングデバイスから放出される、又はオペレータへの別
個の聴覚入力で提供される聴覚的なものであり得る。更に他の実施態様は、触覚（hepati
c）フィードバックを介して超音波デバイスを再配置するためのフィードバックを提供す
ることができる。このフィードバックは、光学胎児心拍数を得るようトランスデューサを
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適切に中心合わせするため、ユーザがどの方向にデバイスを動かすことができるかを示す
。様々な実施形態では、ユーザデバイスは、フィードバック情報をオペレータに提供し、
送信し、視覚的に指示し又は中継するように一体化されてもよい。更に他の実施形態では
、ＰＳモードにおいて、超音波デバイスは、その中のすべての機能を一体化することがで
きる。
【００３９】
　図２は、別の実施形態による超音波デバイスの胎児心拍数（ｆＨＲモード）と呼ばれる
胎児心拍数を測定する方法を示すフローチャートである。超音波デバイスは、母体の腹部
に対して配置されたトランスデューサアレイにおける少なくとも１つのトランスデューサ
要素を介して少なくとも１つの超音波信号を送信する（ステップ２００）。デバイスは、
少なくとも１つのトランスデューサ要素により超音波エコーを受信し、少なくとも１つの
ドップラー信号を生成することができる（ステップ２０２）。（ｆＨＲモードで行われる
ような）超音波生成に関する全ての送信要素を使用することは、複数の最大値を備える放
射パターンをもたらす。結果的に、受信されたドップラー信号のパワーを明白に１つの特
定の位置にリンクすることは困難である。受信フェーズの間、胎児心臓により反射された
超音波エコーを受信するため、全ての要素が使用される。その後、各要素の受信された超
音波エコーが好ましくは個別に処理され、信号は、個々の受信要素を介して単一チャネル
に結合され（例えばｆＨＲモードで行われる）、有線又は無線手段を介してユーザデバイ
スに送信される（ステップ２０４）。
【００４０】
　一実施形態では、ユーザデバイスは、胎児心拍数を監視するのに使用される受信ドップ
ラー信号を処理する（ステップ２０６）。ｆＨＲモードの間、超音波デバイスは、ドップ
ラー信号強度が減少しているかどうかを検出する（ステップ２０８）。トランスデューサ
要素の最適な配置において、中央トランスデューサ要素は好ましくは、最も強いドップラ
ー信号強度を受信する。この特定の例では、中央トランスデューサ要素の代わりに周辺ト
ランスデューサ要素の１つが最も強いドップラー信号強度を受信する場合、信号強度にお
ける低下が検出される。ドップラー信号強度における低下が検出されない場合、超音波デ
バイスは胎児心拍数の監視を継続する（ステップ２０６）。そうでない場合、超音波デバ
イスは好ましくは、位置支援モードに自動的に切り替わり（ステップ２１０）、超音波デ
バイスに関する最適位置を得るようにユーザに促す（ステップ２１２）。
【００４１】
　図３は、本書に開示される複数の実施形態の別の１つによる超音波デバイス及びユーザ
デバイスのブロック図を示す。超音波デバイス３００は、通信チャネル３０２、プロセッ
サ３０４、メモリ３０６、バス３０８、加速度計３１０、電源３１２、信号品質インジケ
ータ３１４、及びトランスデューサアレイ３１６を有する。トランスデューサアレイ３１
６は、アレイの中央に配置された少なくとも１つのトランスデューサ要素３１８と、中央
トランスデューサ要素３１８の周りにリング状に配置された複数のトランスデューサ要素
３１８とを含む。トランスデューサ要素は好ましくは、圧電トランスデューサである。一
実施形態では、中間（必ずしも中央のものではない）の単一ピエゾ要素が、２０サイクル
のパルス持続時間（ＰＤ）、ｆＯ＝１ＭＨｚの中心周波数、及びＰＲＦ＝２ｋＨｚのパル
ス繰り返し周波数で駆動される。ＰＲＦは典型的には、数ｋＨｚ、例えば３ｋＨｚ又は４
ｋＨｚの範囲から選択される。中心周波数は典型的には、ｆＯ＝１ＭＨｚから５ＭＨｚの
範囲から選択される。パルス持続時間は典型的には、５サイクルから１００サイクルの範
囲から選択される。トランスデューサ要素３１８により受信されるエコー信号は、有線ケ
ーブル又は無線接続手段とすることができる通信チャネル３０２を介してユーザデバイス
３２０に送信されることができる。超音波デバイスは、すべての斯かる列挙された要素を
含むことができ、又は部分的な構造的特徴のみを含むことができる。従って、様々な実施
形態におけるデバイスは、セカンダリハンドヘルドトランスデューサアレイ、電源又は他
の構造と一体化されることができる。その結果、このデバイスは完全には一体化されない
。更に他の実施形態は、超音波デバイスに配置され得る複数のプロセッサの少なくとも１
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つにおいて本書に記載された様々な方法を実現する。
【００４２】
　更に他の実施形態では、ユーザデバイス３２０は、通信チャネル３２２、メモリ３２４
、プロセッサ３２６、表示モジュール３２８、及びグラフィカルユーザインタフェース（
ＧＵＩ）３３０を含むことができる。ユーザデバイス３２０は、ラップトップ、スマート
フォン、又はタブレットなどの任意のコンピューティングデバイスとすることができる。
ユーザデバイスは、本書に概説された様々な方法ステップ及び特徴を実現するための複数
のプロセッサの１つを更に含み、超音波デバイス３００と一体化され、有線又は無線通信
可能であり、及び決定された測定値のフィードバックをユーザに提供するため、これと一
体化された聴覚又は視覚デバイスを含んでもよい。ユーザ３３２は、ユーザデバイス３２
０に表示された生成された多次元マップに基づき、最適なトランスデューサ位置を見つけ
ることができる。
【００４３】
　図３の実施形態に示されるように、超音波デバイスは、処理されたドップラー信号を表
示モジュール３２８に表示し、受信ドップラー信号の信号品質に関するフィードバックを
提供するため、ユーザデバイス３２０と通信する。同様に、超音波デバイス３００におけ
る信号品質インジケータ３１４は、必要に応じて、トランスデューサを再配置するようユ
ーザに促すためのアラートを提供することができる。これは本質的にオーディオ（例えば
、ビープ音又は音声警告）又はビジュアル（例えば、ＬＥＤ照明）であり得る。１つの色
の少なくとも１つのＬＥＤ光は、少なくとも１つのトランスデューサ要素３１８に接続さ
れる。ＬＥＤは、超音波デバイス３００の外部に設置される。好ましくは、最も強いドッ
プラー信号強度を受信するトランスデューサに接続されたＬＥＤが、超音波デバイス３０
０を再配置することをユーザ３３２に通知するために点灯する。中心トランスデューサ要
素ＬＥＤの代わりに１つ又は複数の周辺トランスデューサＬＥＤが点灯する場合、ユーザ
３３２は、中央トランスデューサ３１８が最も強い信号を受信するよう超音波デバイスを
再配置する。中央トランスデューサ要素が点灯する場合、これは、中央トランスデューサ
要素３１８が最も強いドップラー信号強度を受けていること、及び超音波デバイス３００
が最適位置にあることを示す。
【００４４】
　通信チャネル３０２は、様々な実施態様において、超音波デバイス３００と少なくとも
１つのユーザデバイス３２０との間の通信を可能にする。通信チャネル３０２は、Ｗｉ－
Ｆｉ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、赤外線、ＮＦＣ、無線周波数、セ
ルラ通信、可視光通信、Ｌｉ－Ｆｉ、ＷｉＭａｘ（登録商標）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標
）、光ファイバに使用される任意の送信機又は受信機、及び他のタイプの無線通信デバイ
スとすることができる。代替的に、通信チャネル３０２は、ユニバーサルシリアルバス（
ＵＳＢ）ケーブル又は通信の他の有線形態などの物理チャネルであってもよい。
【００４５】
　バス３０８は、前述した要素間の接続又はインタフェースとして機能し、それらの間の
通信を可能にする回路である。プロセッサ３０４は、命令を発行し、計算を実行し、又は
データを処理することができる任意のハードウェアデバイスとすることができる。そのよ
うなものとして、プロセッサは、マイクロプロセッサ、フィールドプログラマブルゲート
アレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、又は他の同様のデバイスを含
むことができる。プロセッサ３０４は好ましくは、デバイス要素から要求又はコマンドを
受信して評価し、評価された要求又はコマンドに基づきデータ処理又は動作を実現する。
例えば、プロセッサ３０４は、受信ドップラー信号から胎児心拍数を計算することができ
る。メモリ３０６は、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＲＯＭなどのいずれかであってもよく、少なく
とも１つのプロセッサ３０４により実行されるとき、本書に記載の様々な態様を実現する
ようプロセッサを構成する命令を含むことができる。
【００４６】
　いくつかの実現では、ユーザデバイス３２０におけるＧＵＩ３３０は、ユーザとの通信
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を可能にする１つ又は複数のデバイスを含むことができる。例えば、ＧＵＩ３３０は、対
話型ディスプレイ、マウス、キーボード、ボタン、カメラ、マイクロフォン、バイブレー
タ、触覚エンジンなどを含むことができる。電源３１２は、超音波デバイス３００の電力
要件を満たすための任意の充電式電池又は太陽電池とすることができる。バッテリは好ま
しくは、有線充電方法と無線充電方法との両方を用いて充電されることができる。
【００４７】
　図４は、ＰＳモードを使用して胎児心臓の位置を特定するため超音波デバイスを再配置
する方法の実施形態を開示する。断面図で示される超音波デバイス４００は、母体の腹部
４０４に対して配置されるトランスデューサ要素４０２を含む。ＰＳモードにおいて、中
央トランスデューサ要素４０２は、ビーム測定ボリューム４０８をカバーする超音波信号
４０６を送信する。受信されたドップラー信号を処理し２Ｄヒートマップを生成した後、
胎児心臓４１０が、２Ｄヒートマップの中心にない、又はビーム測定ボリュームの実質的
に中心に位置していないことが決定される。次に、胎児心臓に関する適切な中心の方向を
示すフィードバックがユーザに提供される。次いで、ユーザは、最適な胎児心臓位置４１
０を得るため、超音波デバイス４００を方向４１２に再配置する。
【００４８】
　図５は、一実施形態による超音波トランスデューサが最適位置にあるときの２Ｄヒート
マップを示すユーザデバイスＧＵＩのスクリーンショットを示す。図示されるように、ユ
ーザデバイスは、ユーザインタフェース及び関連付けられる少なくとも１つのプロセッサ
を持つコンピュータ又は関連付けられるコンピューティングデバイスである。ＧＵＩ画面
５００は２Ｄヒートマップ５０２を示す。２Ｄヒートマップ５０２は、ｙ軸５０４、ｘ軸
５０６、及びカラーバー５０８を含み、カラーバー軸５１０は、ゼロから－４０ｄＢ、又
は他の例ではゼロから－２０ｄＢの範囲の値を示す。２Ｄヒートマップ５０２において、
トランスデューサ要素と接触する母体の腹部表面で受信された信号の位置は、ｘｙ平面に
おけるｘ軸５０６に沿ったｘ値及びｙ軸５０４に沿ったｙ値により表される。ドップラー
信号強度は、ｚ軸に沿った点により表される色値（カラーバー軸５１０に沿った所与のｚ
値に関するドップラー信号強度に対応する）により表される。各トランスデューサ要素か
ら受信された処理されたドップラー信号は、マッピングされた領域５１２に表示される。
深さ５１４において、各マップされた領域５１２は、対応するトランスデューサ要素の各
々により検出された様々なドップラー信号強度値を含む。２Ｄヒートマップ５０２はまた
、２Ｄヒートマップ５０２において最も明るい色が割り当てられた中央マップ領域５１２
を示し、これは、位置マーカ５１６によりマークされた胎児心臓の実際の位置が、中央ト
ランスデューサ要素の真下に位置する場合に対応する。
【００４９】
　図６は、一実施形態による超音波デバイスが最適に位置決めされていない場合における
２Ｄヒートマップを示すユーザデバイスＧＵＩの別のスクリーンショットである。この実
施形態では、ＧＵＩ画面６００は２Ｄヒートマップ６０２を示す。２Ｄヒートマップ６０
２は、ｙ軸６０４、ｘ軸６０６、図の右側におけるカラーバー６０８を示し、カラーバー
軸６１０は、０から－４０ｄＢの範囲の値を示す。２Ｄヒートマップ６０２において、ト
ランスデューサ要素と接触する母体の腹部で受信されたドップラー信号の位置は、ｘｙ平
面におけるｘ軸６０６に沿ったｘ値及びｙ軸６０４に沿ったｙ値に対応する。ドップラー
信号強度には、カラーバー軸６１０に示される対応する色が割り当てられる。トランスデ
ューサ要素から受信された処理されたドップラー信号は、７つのマッピングされた領域６
１２のそれぞれに表示される。図６において、各マッピングされた領域６１２は、１つの
トランスデューサ要素に対応する。深度６１４において、２Ｄヒートマップ６０２は、マ
ッピングされた周辺領域６１２に関するトランスデューサが、強いドップラー信号を検出
したことを示す。これは、他のマッピングされた領域のものと比較して、マッピングされ
た領域の明るい色シェーディングから見られることができる。これは、位置マーカ６１６
によりマークされた胎児心臓の実際の位置が、放射パターンが最大を持つ中央位置ではな
く、中央トランスデューサ要素により走査された領域のすぐ外側に位置することを意味す
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る。上記中央位置は、一般に中心要素の前にあり、測定ボリュームにわたり実質的に中心
化される。胎児の心臓の位置が完全に測定ボリューム４０８の外側にあるとき、胎児の心
臓の位置に関する情報は得られないか、又は決定されることができない。
【００５０】
　図７は、別の実施形態によるユーザデバイスＧＵＩ７００のスクリーンショットを示し
、これは、それぞれが、母体の腹部表面と胎児の心臓との間の距離に基づき変化する強度
を持つ検出されたドップラー信号を表す、セグメント化されたヒートマップ７０２を含む
ヒートマップを表す。この実施形態では、セグメント化されたヒートマップ７０２は、胎
児の心臓及び検出された母体動脈から発するドップラー信号から生成される。図７はまた
、超音波トランスデューサ７０４、母体の腹部表面７０６、各セグメント化ヒートマップ
の長さに沿った軸がｚ軸を表す３つのセグメント化されたヒートマップ７０２、及びカラ
ーバー７０８を示す。セグメント化されたヒートマップ７０２の各々は、母体の腹部と胎
児の心臓との間の所与の距離範囲に対応する、少なくとも１つのトランスデューサ要素か
ら受信された処理されたドップラー信号強度のマッピングを表す。図７は、長手方向トラ
ンスデューサ軸７１０に沿って延在する３つのセグメント化されたヒートマップ７０２を
示すが、これに限定されるものではない。ここでは、超音波トランスデューサ７０６は、
第１の位置にある。そこでは、２つのホットスポット領域７１２及び７１４（それぞれ、
胎児心臓及び母体動脈からの強いドップラー信号強度に対応する明るい色の領域）がセグ
メント化されたヒートマップ７０２上に示される。
【００５１】
　図８は、測定ボリュームから母体動脈の検出を排除し、胎児心臓からの信号のみを検出
するように超音波デバイスが再配置されるときのヒートマップを示すユーザデバイスＧＵ
Ｉのスクリーンショットを示す。図８は、ＧＵＩスクリーン８００、各セグメント化ヒー
トマップの長さに沿った軸がｚ軸を表す３つのセグメント化されたヒートマップ８０２、
カラーバー８０４、超音波トランスデューサ８０６、及び母体腹部表面８０８を示す。こ
の例では、セグメント化されたヒートマップ８０２は、胎児心臓からの信号を含むドップ
ラー信号から生成される。セグメント化されたヒートマップ８０２の各々は、母体腹部と
胎児の心臓との間の所与の距離範囲（バーのセグメント又はスライスにより表される）に
基づき変化する、処理されたドップラー信号強度（少なくとも１つのトランスデューサ要
素から受信される）のマッピングを表す。図８は、長手方向トランスデューサ軸８１０に
沿って延在する３つのセグメント化されたヒートマップ８０２を示すが、これに限定され
るものではない。ここでは、超音波トランスデューサ８０６は、図７に記載された第１の
位置に対して第２の位置において示される。そこでは、１つのホットスポット８１２（即
ち、唯一のソース、この場合は胎児の心臓から生じる強い信号）のみが、セグメント化さ
れたヒートマップ８０２において検出される。一例では、産科医がｆＨＲ記録を開始した
いとき、又はｆＨＲ信号が失われてＵＳトランスデューサが再配置される必要があるとき
、視覚フィードバックを得るためにＰＳモードが作動されることができる。最適なトラン
スデューサの位置決めのため、胎児の心臓が中間要素の下で中心化されるべきである。な
ぜなら、これは胎児の心臓が超音波ビームから外れて移動する可能性を最小にするからで
ある。最適な位置が見つかるとき、デバイスは好ましくはｆＨＲモードに戻る。
【００５２】
　ｆＨＲモードで動作している間、デバイス好ましくは、胎児心臓位置情報を得るため、
一定時間間隔でＰＳモードに切り換えられる。胎児心臓が超音波ビームからゆっくりとド
リフトアウトするとき、異なる要素が最も強いドップラー信号を受信する。この変位の方
向が検出されることができ、信号損失を回避するため、フィードバックが与えられること
ができる。いくつかの実施形態では、胎児心臓の斯かる移動方向は、格納され、及び要求
に応じて、装置を再配置することができるオペレータに、フィードバックとして提供され
てもよい。心臓の動きの方向に関する情報を提供することにより、トランスデューサを再
配置し胎児心臓の位置を特定することがより容易になる。
【００５３】
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　超音波トランスデューサにおける加速度計は、超音波トランスデューサが突然動いたと
きを検出するのに利用されてもよい。斯かる場合、いくつかの実施形態では、トランスデ
ューサは自動的にＰＳモードに切り替えることができる。トランスデューサが誤って配置
され、ＰＳモードが作動される必要があるときを検出する、例えば静電容量センサ、赤外
線センサのような、トランスデューサの動きの検出に関する他の実施形態が実現されるこ
とができる。代替的に、ｆＨＲは、ＰＳモード中に測定されることもできる。胎児心臓が
測定ボリュームから外れて移動するとき、より大きな測定ボリュームからドップラー信号
を得るため、ｆＨＲモードが作動されることができる。
【００５４】
　更に別の実施形態では、送信されたドップラー信号強度は、３Ｄヒートマップを生成す
るために使用される。胎児の心臓又は母体動脈などの動く対象からのドップラー信号が、
最も強い。好ましくは、ドップラー信号強度はデシベル（ｄＢ）で測定される。受信され
た超音波エコーから、選択されたサンプルボリュームに関するドップラー信号が計算され
る。このサンプルボリュームにおいて移動するすべての対象は、受信ドップラー信号に寄
与する。サンプルボリュームの開始ｚｓｔａｒｔ、サンプルボリュームの終了ｚｅｎｄ及
びサンプルボリューム長ＳＶＬは、

で与えられる。
【００５５】
　ここで、ｃｏは、音速であり、

は、レンジゲートが開くまでの時間であり、

は、レンジゲートの持続時間であり、Ｔは、パルスの長さである。複数のレンジゲートを
使用することにより、異なる深さ／サンプルボリュームからのドップラー信号が得られる
ことができる。従って、胎児心臓のｘ－ｙ局所化が、異なる深度ｚに対して行われること
ができる。この実施形態では、異なる深さからのドップラー信号のパワーが計算されるこ
とができる。これは、母体の腹部におけるドップラー源の粗い３Ｄヒートマップの生成を
可能にする。即ち、例えば、異なるレンジゲートに関する画像が生成されることができる
。図７及び図８に示される２Ｄ深度マップは、さまざまな実施形態において、粗い３Ｄヒ
ートマップの断面であり、これは、３つの異なるトランスデューサ要素に関する異なるサ
ンプル測定ボリュームからのドップラー信号強度を示す。
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【００５６】
　ドップラーパワーのこの３Ｄ視覚化により、母体の腹部における異なるドップラー源の
位置が特定されることができる。母体の心拍数が外部から測定されるとき、それは胎児心
拍数と区別されることができる。従って、脈動する母体動脈が、３Ｄヒートマップにおい
て注釈付けされることができる。これは、測定ボリュームから母体動脈を除外するために
トランスデューサがどのように動かされるべきかに関するフィードバックを臨床医に与え
ることができる。
【００５７】
　超音波デバイス又はユーザデバイスは通常、周辺デバイスと通信することができる少な
くとも１つのプロセッサを含む。これらの周辺デバイスは、本書に記載されるメモリ又は
ストレージサブシステムを含むことができ、例えばメモリサブシステム及びファイルスト
レージサブシステム、ユーザインタフェース出力デバイス、ユーザインタフェース入力デ
バイス、並びに通信インタフェースを含むことができる。入力デバイス及び出力デバイス
は、ユーザが、デバイス及び／又は他のコンピューティングデバイスのいずれかと対話す
ることを可能にする。通信インタフェースは、外部ネットワークへのインタフェースを提
供し、他のコンピューティングデバイスにおける対応するデバイスに結合される。
【００５８】
　様々な視覚化及びユーザ対話の実現は、メモリに格納されたソフトウェアモジュールに
より完了されることができる。ソフトウェアモジュールは、超音波デバイスのメモリ、ユ
ーザデバイス、又はプログラムを維持する別のストレージサブシステムに記憶されること
ができる。ストレージサブシステムは、本書に記載のモジュール及び／又は方法の部分又
は全部の機能を提供するプログラミング及びデータ構成を記憶する。例えば、ストレージ
サブシステムは、図１～図２の方法の選択された態様を実行する、及び／又は様々なユー
ザインタフェースを実現するロジックを含むように提供されてもよい。これらのソフトウ
ェアモジュールは一般に、プロセッサ単独で、又は他のプロセッサと組み合わせて実行さ
れる。説明されるシステム及び／又はストレージサブシステムで使用されるメモリは、プ
ログラム実行中に命令及びデータを記憶する主ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、並び
に固定命令が格納される読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）を含む複数のメモリを含むことが
できる。ファイルストレージサブシステムは、プログラム及びデータファイルに関する永
続ストレージを提供することもでき、ハードディスクドライブ、関連するリムーバブルメ
ディアを伴うフロッピーディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、光学ドライブ、又は
リムーバブルメディアカートリッジを含むことができる。特定の実現の機能を実現するモ
ジュールは、ストレージサブシステムにおけるファイルストレージサブシステム、又は超
音波デバイス、ユーザデバイス若しくは代替デバイスのプロセッサによりアクセス可能な
他の機械若しくはデバイスに格納されてもよい。
【００５９】
　ユーザデバイスは、ユーザインタフェース入力を備えることができ、これは、キーボー
ド、マウス、トラックボール、タッチパッド若しくはグラフィックタブレットなどのポイ
ンティングデバイス、スキャナ、ディスプレイに組み込まれたタッチスクリーン、音声認
識システムなどのオーディオ入力デバイス、マイクロフォン、及び／又は他のタイプの入
力デバイスを含むことができる。一般に、用語「入力デバイス」又は「ユーザデバイス」
の使用は、ユーザに情報を提供し、コンピュータデバイス又は通信ネットワークに情報を
入力するためのすべての可能なタイプのデバイス及び方法を含むことを意図している。ユ
ーザデバイスは、ディスプレイサブシステム、プリンタ、ファックス機、又はオーディオ
出力デバイスなどの非視覚的ディスプレイを含むことができる。ディスプレイサブシステ
ムは、陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などのフラットパネルデバイス
、投影デバイス、又は可視画像若しくは他の情報を生成する何らかの他の機構を含むこと
ができる。ディスプレイサブシステムはまた、オーディオ出力デバイスのような非視覚的
なディスプレイを提供してもよい。一般に、用語「出力デバイス」又はユーザデバイス又
はＧＵＩの使用は、ユーザデバイス又は超音波デバイスから、ユーザへ又は別のマシン若
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び方法を含むことを意図している。
【００６０】
　様々な実施形態において、双子を測定するとき、おそらく２つのドプラ源が母体の腹部
内で識別可能である。このフィードバックは、２つの胎児の心臓が空間において明確に分
離され、同じ観察ボリュームに含まれない態様でトランスデューサを配置するのに使用さ
れることができる。
【００６１】
　様々な実施形態では、３つの直交軸ｘ、ｙ、ｚにより規定されるボリュメトリック３Ｄ
ヒートマップを形成するため、２Ｄヒートマップが深度ヒートマップと一体化されること
ができる。本開示の別の実施形態では、コンピュータの１つのウィンドウにおける２Ｄヒ
ートマップは、コンピュータの別のウィンドウにおける深度マップと並べて表示されるこ
とができる。２Ｄヒートマップを表示している間、深度ヒートマップは、深さのハイライ
ト部分を表示することができる。これと共に２Ｄヒートマップが表示される。
【００６２】
　更に別の実施形態では、妊婦は、ヒートマップを表示することができるソフトウェアを
サポートしているタブレットを超音波デバイスに無線接続して、生成されたヒートマップ
を見ることを選ぶこともできる。医療従事者は、ヒートマップを使用して胎児心臓の最適
な位置を得る。
【００６３】
　本書で開示されるデバイス及び方法は、例えば分娩及び出産中の胎児心拍数の病院及び
家庭モニタリングに使用されてもよい。
【００６４】
　いくつかの実施形態が本書で説明及び図示されるが、機能を実行し、並びに／又は本書
に記載の結果及び／若しくは利点の１つ若しくは複数を得るための様々な他の手段及び／
又は構造が利用されることができ、斯かる変形及び／又は修正の各々は、本書に記載され
る実施形態の範囲内にあるとみなされる。より一般的には、本書に記載される全てのパラ
メータ、寸法、物質、及び構成は例示的なものであり、実際のパラメータ、寸法、物質及
び／又は構成は、その教示が使用される特定の用途又はアプリケーションに依存する。当
業者であれば、日常的な実験を用いて、本書に記載された特定の実施形態に対する多くの
均等物を認識し、又は確認することができるであろう。従って、前述の実施形態は単なる
例示として提示され、添付の特許請求の範囲及びそれと均等の範囲内で、具体的に記載及
び請求される以外の実現が実施され得る点を理解されたい。本開示の実施形態は、本書に
記載される個々の特徴、システム、物品、物質、キット、及び／又は方法を対象とする。
更に、斯かる特徴、システム、物品、物質、キット、及び／又は方法が相互に矛盾しない
場合、斯かる特徴、システム、物品、物質、キット及び／又は方法の２つ以上の任意の組
み合わせが、本開示の範囲に含まれる。
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